
船舶事故等調査報告書 

平成２３年６月３０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１広第１８号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２２年１１月７日 ０７時２０分ごろ 

発生場所 岡山県玉野市宇野港 

 宇野港口飛
とび

洲
す

灯台から真方位２６３°１,０００ｍ付近 

（概位 北緯３４°２８.４′ 東経１３３°５６.２′） 

事故等調査の経過 平成２３年１月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 FORTUNE
フォーチュン

 WING
ウイング

、３１,２４８トン 

建造中 

Ｂ 引船 第二十五洞海
どうかい

丸、１４９トン 

１２６４９４、洞海運輸株式会社 

Ｃ 台船 Ｋ２００２、１,２４０トン 

なし、洞海運輸株式会社 

乗組員等に関する情報 Ｂ 船長Ｂ、五級海技士（航海） 

死傷者等 なし 

損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ なし 

Ｃ なし 

事故等の経過  Ａ船は、宇野港の造船所の突堤北側に右舷着けで係留中、Ｂ船は、船

長Ｂほか３人が乗り組み、デッキクレーンを積載したＣ船をＢ船の右舷

側に横抱きにし、着岸のために低速力で同突堤南側に向けて接近中、平

成２２年１１月７日０７時２０分ごろ、Ｃ船の右舷後部がＡ船右舷船首

部と衝突した。 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西北西、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の初期、潮流 北西流が突堤基部から突堤に沿って

回り込む状況にあったが、流速は不明 

その他の事項 Ａ船は、船体中央付近から船首までの約８０ｍが突堤の東端から出た

状態で係留されていた。 

突堤は、東北東方に延び、長さ約１３０ｍ、幅約２１ｍであった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

Ｂ船は、宇野港において、Ｃ船を右舷側に横

抱きにして着岸のために造船所の突堤へ接近

中、Ｂ船及びＣ船が潮流に圧流されたことか

ら、Ｃ船が同突堤に係留中のＡ船と衝突したも

のと考えられる。 



原因  本事故は、宇野港において、Ａ船が造船所の突堤北側に係留中、Ｂ船

がＣ船を右舷側に横抱きにして着岸のために同突堤へ接近中、Ｂ船及び

Ｃ船が潮流に圧流されたため、Ｃ船がＡ船と衝突したことにより発生し

たものと考えられる。 

 




